
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★☆ISO 14001：2015規格の概要とJQAの審査の視点

項番10．改善 EMSの意図した成果を達成するために必要な取組みを実施

☆現場における留意事項

項番10.2（不適合及び是正処置）

是正処置の前に、修正処置を行うことが明確に要求されましたので、現場での早急な対応が求められます。是正処置を行う際には、

再発防止を考慮して、例えば現場で行われている「なぜなぜ分析」などもISOの中に取り込むことが重要です。また、是正処置の一

環として水平展開も重要ですので、現場間の横方向のコミュニケーションの必要性について留意してください。一方、修正処置や是

正処置については、現場から管理層に対して情報がいかに伝わっているか、縦方向のコミュニケーションも重要となります。管理層

が満足しているだけで、現場は不満に思っている修正や是正処置はなかったか確認することに留意してください。

１．講  師　ハタコンサルタント㈱

２．対象者　主任以上(定員：20名／１回)

３．開催日

　　　7月19日(水)　13時00分～16時00分  (講師：豊田様)

　　　7月29日(土)     9時00分～12時00分  (講師：三浦様)

４．開催場所　　本社会議室

※　参加希望日の連絡は 6月30日(金)まで にISO事務局へ

　ISO講習会を主任以上を対象に左記のとおり開催します。

　講習内容は2015年規格の重要ポイント、留意点などを中心

にレクチャーしてもらう予定です。

　1年間に渡る新規格での活動で疑問に思っていること、

困っていることなどを講習会にて質問していただき、今後の

活動に活かしてください。

　対象は主任以上ですが欠員が生じた場合は誰でも参加可能

です。事務局にご確認ください。

　水が張られた田んぼ、小さな雨粒が水面につくる幾つも波紋、

早苗すれすれに飛ぶツバメ、折重なる蛙の声･・・・・。山の

木々、野の草、早苗そして空気までが〝みどり〟に染まる。五月

雨に煙る田植えの光景は6月の日本の原風景そのものでした。

　　　　　　橘(たちばな)の、薫るのきばの

　　　　　 　　 窓近く、蛍飛びかい

 　  　　　  おこたり諌(いさ)むる、夏は来ぬ

　この季節を歌った唱歌「夏は来ぬ」に登場する〝橘〟。その橘

にそっくりの〝柚子〟の花がシブヤの庭に沢山咲き、思わず「夏

は来ぬ」と口ずさんでしまいました。

　最近は5月の連休に多くの田んぼで田植えが始まり、6月を待た

ずに田植えが終わってしまう地方も多いようです。栽培品種や気

候の変化などが影響していることが要因のこと。歌と季節感のず

れがチョット寂しいこの頃です。

　ともあれ、6月は蒸し暑く、手元、足元が滑りやすく、現場管理

に携わる方々は熱中症対策に、スリップ事故に対する注意喚起、

防止対策にと、安全で快適に作業するための環境整備に気の休ま

ることのない毎日かと思います。鬱陶しい季節ですが体調管理を

万全にして乗り切りましょう。

平成 29 年 6 月（139号） 　　　　　≪ニュース・エコ≫　　　　　　　発行責任者 　小笠原　範明

5月(138号)につづいて、「ISO 14001：2015規格の概要とJQAの審査の視点」から 項番10．改善 　EMSの意図
した成果を達成するために必要な取組みを実施について「一般社団法人 日本品質機構」のHPより掲載します。HP
には、「審査の視点とチェックポイント」「現場における留意点」などが記載されています。社員の皆さんもHPに
アクセスしていただき、理解を深め、内部監査、外部審査等、今後のISO活動に活かして行きましょう。

駐車場の〝ユズ〟に沢山の小さな白い花が咲きま

した。以前は枝がたわむほど実り、季節の香りを

茶碗蒸しや、湯豆腐、鍋物などに添えて楽しんで

いました。今年の冬は期待できそう！！

http://www.jqa.jp/service_list/management/iso_info/iso_network/vol27/

項番10.1（一般）に示される「改善の機会」を特定するために、項番9.1（監視，測定，分析及び評価）、項番9.2（内部監査）及び

項番9.3（マネジメントレビュー）がどのように実施されたかを確認します。

また、PDCAを回すことで、システム全体で予防的なツールとして有効に機能しているかどうかを審査します。つまり、項番4.1（組

織及びその状況の理解）、項番4.2（利害関係者のニーズ及び期待の理解）で導き出された内外の課題や利害関係者の要求からリス

ク及び機会が決定され、それらに対して継続して取組み、レビューして改善することで、リスクに対する予防処置として有効に機能

しているか、について確認します。

項番10（改善）は、組織が意図したEMSの成果や環境方針、環境目標を達成するために組織が計画した取組みに対して、環境パ

フォーマンスの分析及び評価からの結果、並びに順守評価、内部監査及びマネジメントレビューからの結果を考慮して環境パ

フォーマンスを含む、EMSの改善の機会を特定し、必要な取組みを行うことを意図しています。

項番10.2 （不適合及び是正処置）では、2004年版の「不適合並びに是正処置及び予防処置」というタイトルから「予防処置」

という用語が消えています。これは、「リスク及び機会」を考慮してEMSのPDCAを回すことでシステム運営自体が予防的なツー

ルとして機能する、との考えに基づいています。


